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国立大学法人熊本大学会計規則

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、国立大学法人熊本大学（以下「本学」という。）の財務及び会

計に関する基準を定め、業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに、財政状態及

び運営状況を明らかにすることを目的とする。

（適用範囲）

第２条 本学の財務及び会計に関しては、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２

号。以下「法人法」という。）、国立大学法人法施行令（平成１５年政令第４７８

号。以下「政令」という。）、国立大学法人法施行規則（平成１５年文部科学省令

第５７号。以下「省令」という。）その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用

又は準用される法令等の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

（事業年度及び年度所属の区分）

第３条 本学の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

２ 本学の会計は、資産、負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用の発生

について、その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとす

る。ただし、事実の発生した日を決定し難い場合は、その原因となった事実を確認

した日により年度所属を区分するものとする。

（会計事務の総括）

第４条 国立大学法人熊本大学の長（以下「学長」という。）は、本学の会計事務を

総括するものとする。

（会計機関）

第５条 学長は、次に掲げる会計機関を設け、その職に掲げる事務について委任する

ものとする。

(1) 契約担当役

(2) 出納命令役

(3) 出納役

２ 学長は、前項に規定する会計機関のほか、事務の範囲を定めて分任会計機関を設

けその事務を分掌させることができる。

３ 前２項に定める会計機関は、学長が任免する。

４ 学長は、会計機関及び分任会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは、

当該機関の職務を代理させることができる。

５ 学長は、必要があるときは、第１項、第２項及び前項に規定する会計機関の事務

の一部を処理させることができる。

６ 学長は、出納役の職務について必要と認めるときは、別に定めるところにより、

出納員を命ずることができる。

７ 第１項、第２項及び第４項に規定する会計機関、分任会計機関及び代理会計機関

並びに第５項の規定に基づき会計機関の事務の一部を処理することを命ぜられた者

（以下「代行者」という。）の任免及び所掌する事務の範囲は別に定める。

８ この規則のうち、第１項各号に掲げる会計機関について規定した条項（第２１条

第２項を除く。）は、第２項、第４項及び第５項に規定する会計機関について準用
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する。

（会計機関の職務）

第６条 契約担当役は、次の事務を担当する。

(1) 契約その他の収入又は支出の原因となる行為

(2) 資産の使用貸借契約

(3) 資産（現金及び有価証券を除く。）の贈与契約

２ 出納命令役は、次の事務を担当する。

(1) 収入又は支出の調査決定

(2) 金銭の給付を目的とする、債権・債務の管理

(3) 現金、預金、貯金及び有価証券（以下「現金等」という）の管理

(4) 出納役に対する現金等の出納命令

３ 出納役は、出納命令役の命令に基づく現金等の出納及び保管並びに帳簿その他の

証拠書類の保存に関する事務を担当する。

（会計機関の兼務禁止）

第７条 会計機関のうち、出納命令役（分任出納命令役を含む。）と出納役（分任出

納役を含む。）は兼務することができない。

（会計機関の補助者）

第８条 学長は、契約担当役、出納命令役及びそれらの代行者並びに分任契約担当役

及び分任出納命令役の職務について必要と認めるときは、別に定めるところにより、

補助者を命ずることができる。

第２章 勘定科目及び帳簿組織

（勘定科目）

第９条 本学の会計においては、別に定める勘定科目にしたがって経理するものとす

る。

（帳簿等）

第１０条 本学は、会計に関する帳簿及び伝票（以下「帳簿等」という。）を備え、

所要の事項を整然かつ明りょうに記録し保存するものとする。

２ 帳簿等の様式並びに保存期間については、別に定める。

３ 帳簿等の記録保存については、電子媒体によることができる。

（記入責任）

第１１条 出納命令役は、前条に規定する帳簿等の記入について責任を負わなければ

ならない。

２ 出納役は、毎月末日に元帳の口座の金額について関係帳簿（補助簿）と照合し、

記入の正確を確認しなければならない。

第３章 資産

（資産の区分）

第１２条 資産は、固定資産及び流動資産に区分する。

２ 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分する。

３ 次に掲げる資産は、有形固定資産に区分する。ただし、第１号から第７号までに

掲げる資産については、本学の通常の業務活動の用に供するものに限る。

(1) 土地

(2) 建物及び附属設備
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(3) 構築物（土地に定着する土木設備又は工作物をいう。）

(4) 機械及び装置並びにその他の附属設備

(5) 工具、器具及び備品（耐用年数１年以上のものに限る。）

(6) 図書

(7) 美術品・収蔵品（標本を含む。）

(8) 船舶及び水上運搬具

(9) 車両その他の陸上運搬具

(10) 建設仮勘定（第１号から第４号まで、第８号及び前号に掲げる資産で通常の

業務活動の用に供することを前提として、建設又は製作途中における当該建設又

は製作のために支出した金額及び充当した材料をいう。）

(11) その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの

４ 特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、ソフ

トウエアその他これに準ずる資産は、無形固定資産に区分する。

５ 流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産は、次に

掲げる投資その他の資産に区分する。

(1) 投資有価証券（ただし、関係会社有価証券を除く。）

(2) 関係会社株式

(3) その他の関係会社有価証券

(4) 長期貸付金（ただし、関係法人に対する長期貸付金を除く。）

(5) 関係法人長期貸付金

(6) 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権（以下「破産債権等」

という。）

(7) 長期前払費用

(8) 未収財源措置予定額

(9) その他

６ 次に掲げる資産は、流動資産に区分する。

(1) 現金、預金及び貯金（ただし、１年以内に期限の到来しない預金及び貯金を除

く。）

(2) 未収入金（本学の通常の業務活動において発生した未収入金をいう。ただし、

破産債権等で１年以内に回収されないことが明らかなものを除く。）

(3) 受取手形（本学の通常の業務活動において発生した手形債権をいう。ただし、

破産債権等で１年以内に回収されないことが明らかなものを除く。）

(4) 有価証券で、売買目的有価証券及び１年以内に満期の到来するもの

(5) 次に掲げる棚卸資産

商品、製品、副産物及び作業くず、半製品、原料及び材料（購入部分品を含む。）、

仕掛品、医薬品、診療材料、消耗品・消耗工具・器具及び備品その他の貯蔵品

で別に定める金額以上のもの

(6) 前渡金（原材料、商品等の購入のための前渡金をいう。ただし、破産債権等で

１年以内に回収されないことが明らかなものを除く。）

(7) 前払費用で１年以内に費用となるべきもの

(8) 未収収益で１年以内に対価の支払を受けるべきもの

(9) その他の資産で１年以内に現金化できると認められるもの
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（固定資産の取得価額）

第１３条 固定資産の取得価額は、原則として次に掲げるところによるものとする。

(1) 当該固定資産の引取費用等の付随費用を含めるものとする。

(2) 政府から現物出資として受け入れた固定資産は、法人法第７条第６項の規定に

基づき国立大学法人評価委員会委員が評価した価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した資産は、時価による評価額

（固定資産の帳簿価額）

第１４条 固定資産の帳簿価額は、その取得価額又は当該資産の取得のために支出し

た金額から減価償却累計額を控除した金額とする。

２ 減価償却済の有形固定資産は、除却されるまで残存価額又は備忘価額で記載する。

（固定資産の減価償却）

第１５条 有形固定資産は、当該資産の耐用年数にわたり、無形固定資産は、当該資

産の有効期間にわたり、減価償却の方法により、その取得原価を各事業年度に配分

するものとする。

２ 前項の減価償却の方法は、定額法によるものとする。

（固定資産の減損に関する処理）

第１５条の２ 固定資産の減損に関する処理については、法令等及び本学の規則に定

めるところにより処理するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、固定資産の減損に関し必要な事項は、別に定める。

（有価証券の評価方法）

第１６条 有価証券の取得価額は、原則として購入代価に手数料等の付随費用を含め

た金額とする。

２ 有価証券の評価方法は、別に定める。

（棚卸資産の評価方法）

第１７条 棚卸資産の取得価額は、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の

付随費用を含めた金額とする。

２ 棚卸資産の評価方法は、別に定める。

第４章 負債及び純資産

（負債の区分）

第１８条 負債は、固定負債及び流動負債に区分する。

２ 次に掲げる負債は、固定負債に区分する。

(1) 資産見返負債（中期計画の想定の範囲内で、運営費交付金により、又は国若し

くは地方公共団体からの補助金等（補助金、負担金、交付金及び補給金等の名称

をもって交付されるものであって、相当の反対給付を求められないもの（運営費

交付金及び施設費を除く。）をいう。）により補助金等の交付の目的に従い、若

しくは寄附金により寄附者の意図に従い、若しくは本学があらかじめ特定した使

途に従い償却資産を取得した場合（これらに関し、長期の契約により固定資産を

取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払った場合を

含む。）に計上される負債をいう。）

(2) 寄附金債務で１年以内に使用されないと認められるもの

(3) 前受受託研究費等（受託研究費及び共同研究費を受領した場合に計上される負

債をいう。以下同じ。）で１年以内に使用されないと認められるもの
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(4) 前受受託事業費等（受託事業費及び共同事業費を受領した場合に計上される負

債をいう。以下同じ。）で１年以内に使用されないと認められるもの

(5) 国立大学財務・経営センター債務負担金（国立学校特別会計から独立行政法人

国立大学財務・経営センターが承継した借入金の償還のための独立行政法人国立

大学財務・経営センターへの拠出債務をいう。）

(6) 長期借入金

(7) 退職給付に係る引当金

(8) 前号の引当金及び資産に係る引当金以外の引当金であって、１年以内に使用さ

れないと認められるもの

(9) 長期未払金

(10) その他の負債で流動負債に属しないもの

３ 次に掲げる負債は、流動負債に区分する。

(1) 運営費交付金債務

(2) 授業料債務（当該年度に係る授業料及び前受金に係る授業料相当額を振替えた

もの。）

(3) 預り施設費

(4) 預り補助金等（預り科学研究費補助金等及び固定負債に属するものを除く。）

(5) 寄附金債務（固定負債に属するものを除く。）

(6) 前受受託研究費等（固定負債に属するものを除く。）

(7) 前受受託事業費等（固定負債に属するものを除く。）

(8) 前受金（年度開始前に受領した当該年度に係る授業料等）

(9) 預り科学研究費補助金等（科学研究費補助金等の当該国立大学法人等以外を補

助対象とする補助金を受領した場合に計上される負債をいう。）

(10) 預り金（第３号、第４号及び前号に掲げるものを除く。）

(11) 短期借入金

(12) 未払金（本学の通常の業務活動に基づいて発生した未払金をいう。）

(13) 前受収益で１年以内に収益となるべきもの

(14) 未払費用で１年以内に対価の支払をすべきもの

(15) 未払消費税等

(16) 引当金（資産に係る引当金及び固定負債に属する引当金を除く。）

(17) その他の負債で１年以内に支払又は返済されると認められるもの

（純資産の区分）

第１９条 純資産は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。

第５章 予算

（予算実施計画等）

第２０条 学長は、年度計画に基づき、当該年度における収支計画及び資金計画を作

成するとともに、予算実施計画を作成するものとする。

２ 学長は、前項の予算実施計画を契約担当役及び出納命令役に通知するものとする。

（予算の執行）

第２１条 契約担当役は、予算差引簿によって予算執行状況を常に明らかにしておく

とともに、その内容を把握しておかなければならない。

２ 第５条第２項の規定に基づき、分任会計機関を設けたときは、契約担当役は、そ
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の事務の遂行に必要と認める予算を分任契約担当役に分配するものとする。

３ 契約担当役は、支出の原因となる契約を締結するときは、契約の内容を表示する

書類を出納命令役に送付し、予算及び資金を超過しないことの確認を受けなければ

ならない。

第６章 出納取引

（取引金融機関の指定等）

第２２条 取引金融機関（郵便局を含む。以下同じ。）は、学長が指定するものとす

る。

２ 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は、出納命令役名義により行

うものとする。

（収入）

第２３条 出納命令役は、収入金を収納しようとするときは、その内容を調査決定し、

債務者に対して納入すべき金額、納入期限及び納入すべき場所を明らかにして、納

入の請求をしなければならない。ただし、業務上直ちに収入金の収納を必要とする

ときは、収入金の収納後においてその内容を調査決定し、収入を確定することがで

きる。

２ 出納命令役は、前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは、出

納役に対して収納の命令を発しなければならない。

（収納）

第２４条 出納役は、前条の規定による収納の命令に基づき、収入金を収納するもの

とする。ただし、業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは、収納の命令前に

収納することができる。

２ 出納役は、現金若しくは取引金融機関における口座振替又は口座振込のほか、次

に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。

(1) 小切手（出納命令役が指定するものに限る。以下同じ。）

(2) 郵便為替証書

(3) 郵便振替の支払証書

３ 出納役は、現金又は前項各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納した

ときは、領収証書を納入者に交付するものとする。この場合、出納役は、遅滞なく

その旨を出納命令役に報告しなければならない。

（収納金の預入れ）

第２５条 出納役は、収入金を収納したときは、特段の事情がある場合を除き、取引

金融機関に預け入れなければならない。

（督促）

第２６条 出納命令役は、収入の全部又は一部が納入期限を過ぎても納入されない場

合には、債務者に対し別に定める督促状をもって完納すべき旨の督促を行わなけれ

ばならない。ただし、特別の理由があるときは、口頭又は適宜の書面により督促す

ることができる。

（債権の放棄等）

第２７条 出納命令役は、学長の承認を得て、債権の全部若しくは一部を放棄又は免

除し、若しくはその効力を変更することができる。

（支出）
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第２８条 出納命令役は、支出金の支払いをするときは、その内容を調査し、支払を

決定するとともに、出納役に対して支払いの命令を発しなければならない。

（支払）

第２９条 出納役は、前条の規定に基づく支払いは、口座振替、口座振込又は小切手

の交付によって行うものとする。ただし、業務上特に必要があるときは、現金をも

って支払うことができる。

２ 出納役は、支出金の支払いを行ったときは、その支払いを証明する書類を取引金

融機関又は債権者から受け取らなければならない。

（前金払及び概算払）

第３０条 出納命令役は、運賃、傭船料、旅費その他経費の性格上前金又は概算をも

って支払いをなす必要がある経費で、別に定めるものについては、前金払又は概算

払をすることができる。

（資金の前渡）

第３１条 本学の業務上、特に必要がある場合は、別に定めるところにより、役員又

は職員に対し、資金を前渡しすることができる。

（余裕金の運用）

第３２条 本学は、業務の執行に支障がない範囲で、法人法第３５条の規定により余

裕金を運用することができる。

第７章 契約

（一般競争契約）

第３３条 契約担当役は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、

公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

２ 前項の競争に加わろうとするものに必要な資格及び同項の公告の方法その他、同

項の競争について必要な事項は、別に定める。

（指名競争契約）

第３４条 契約担当役は、契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前

条の規定にかかわらず、指名競争に付することができるものとする。

(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がな

い場合

(2) 一般競争に付することが不利と認められる場合

(3) 予定価格が別に定める基準額を超えない場合

(4) 前３号に規定するもののほか、業務運営上特に必要がある場合

（随意契約）

第３５条 契約担当役は、契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前

２条の規定にかかわらず、随意契約によることができる。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さない場合

(2) 緊急の必要により、競争に付することができない場合

(3) 競争に付することが不利と認められる場合

(4) 予定価格が別に定める基準額を超えない場合

(5) 前各号に規定するもののほか、業務運営上特に必要がある場合

（入札の原則）

第３６条 第３３条及び第３４条の規定による競争は、入札の方法をもってこれを行
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わなければならない。

２ 契約担当役は、前項の規定により入札を行う場合においては、入札者の提出した

入札書の引換え、変更又は取消しを認めないものとする。

（予定価格）

第３７条 契約担当役は、競争契約又は随意契約によろうとするときは、あらかじめ

契約に係る予定価格を作成しなければならない。ただし、随意契約において契約の

内容が軽微なもの又は契約の性質が予定価格の作成を要しないと認められるものに

ついては、予定価格の作成を省略することができる。

（落札の方式）

第３８条 契約担当役は、競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価

格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方と

する。ただし、本学の支払の原因となる契約のうち、別に定めるものについて、相

手方となるべき者の申込みの価格によっては、その者により契約の内容に適合した

履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め

られるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち

最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

２ 前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、価格及びその

他の条件が本学にとって最も有利なもの（同項ただし書の場合にあっては、次に有

利なもの）をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

（契約書の作成）

第３９条 契約担当役は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方

を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金その他必要な事

項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める場合において

は、これを省略することができる。

（保証金）

第４０条 契約担当役は、第３３条及び第３４条の規定により競争に付そうとする場

合にあってはその競争に加わろうとする者からその者の見積る金額の100分の5以上

の入札保証金を、第３３条から第３５条までの規定により契約を結ぼうとする場合

にあっては本学と契約を結ぶ者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を、そ

れぞれ納めさせなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合には、

それらの全部又は一部を納めさせないことができる。

２ 前項の保証金の納入は、契約担当役が認める担保の提供をもって代えることがで

きる。

（入札保証金及び契約保証金の帰属）

第４１条 前条の規定により納付された入札保証金（その納付に代えて提供された担

保を含む。）のうち、落札者の納付に係るものは、その者が契約を結ばないときは、

本学に帰属するものとする。

２ 前条の規定により納付された契約保証金（その納付に代えて提供された担保を含

む。）は、これを納付した者がその契約上の債務を履行しないときは、本学に帰属

するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをした

ときは、その定めたところによるものとする。
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（監督及び検査）

第４２条 契約担当役は、工事又は製造その他の請負契約を締結したときは、自ら又

は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならな

い。

２ 契約担当役は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約について

は、自ら又は補助者に命じてその受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の

一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の

既納部分の確認を含む。）をするため必要な検査をしなければならない。

３ 学長は、特に必要があるときは、第１項の監督及び前項の検査を、契約担当役及

びその補助者以外の職員に行わせることができる。

４ 契約担当役は、特に必要があるときは、第１項の監督及び第２項の検査を本学の

職員以外の者に委託して行わせることができる。

５ 第２項及び第３項の検査を行った者は、別に定める場合を除き、検査調書を作成

しなければならない。

６ 前項の検査調書を作成する場合は、当該検査調書に基づかなければ、支払いをす

ることができない。

（政府調達の取扱い）

第４３条 政府調達に関する協定（平成７年１２月８日条約第２３号）を実施するた

めに必要な事項は、別に定める。

第８章 決算

（月次決算）

第４４条 出納命令役は、毎月末日において元帳を締め切り、月次の財務状況を明ら

かにするため、合計残高試算表を作成し、学長に提出しなければならない。

２ 前項の合計残高試算表の様式は、別に定める。

（年度末決算）

第４５条 出納命令役は、毎事業年度末日において決算整理し、元帳及び補助簿を締

め切り、財務諸表を作成し、学長に提出しなければならない。

第９章 内部監査及び責任

（監査）

第４６条 学長は、予算の執行及び会計の適正を期するため、必要と認めるときは、

特に命じた役員又は職員をして内部監査を行わせるものとする。

２ 内部監査に関し必要な事項は、別に定める。

（会計機関の義務及び責任）

第４７条 各会計機関（各会計機関からその処理すべき事務の範囲を明らかにした書

面によりその補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員を含む。）及

び第５条第６項に規定する出納員並びに第４２条第３項の規定に基づき契約に係る

監督又は検査を行うことを命ぜられた職員（以下「会計機関等」という。）は、本

学の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し、かつ、

予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わな

ければならない。

２ 会計機関等は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、本学に損害を

与えた場合には、その損害を弁償する責に任じなければならない。
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（検定）

第４８条 学長は、前条第２項に掲げる事実が発生したときは、その者につき、弁償

の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。

２ 学長が、前項の規定により弁償責任があると検定したときは、別に定めるところ

により、その者に対して弁償を命ずるものとする。

第１０章 雑則

（雑則）

第４９条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成１８年１１月１６日から施行し、平成１８年４月１日から適用す

る。

附 則

この規則は、平成２０年３月２８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。


